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３ 勤務条件に関する措置の要求の状況

措置要求の制度は、職員から給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、適切な措置を求める要求があった

場合に、人事委員会が必要な審査をした上で、判定を行い、その結果に基づいて、人事委員会の権限に属す

る事項については自ら実行し、その他の事項については権限を有する機関に対して必要な勧告を行うことに

より事案の解決に当たるものです。

平成20年度当初において係属事案はありませんでした。平成20年度には新たな措置要求はありませんでし

た。


